
 

令和 2年 3月 3日 

趣旨（※該当する全てにチェック） 

☑各種資料や情報提供 
□イベント・会議等の案内 
□その他（             ） 

発 表 事 項 
「2020年農林業センサス」における 

記入済み調査票の紛失について 

内 容 

 このことについて、本市における農林業センサスの統計調査員が、記入

済み調査票（１部）を紛失した事案が発生しました。 

 本市としましては、今回の事案を深刻に受け止め、対象となった世帯の

皆様に深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことが起こらない

よう個人情報の保護と管理について徹底を図ってまいります。 

 

記 

 

１．紛失が判明した日時：令和 2 年 2 月 21 日（金）午後 4 時 30 分ごろ 

 

２．内容 

  （事案） 

 「2020 年農林業センサス 農林業経営体調査」における調査員による農

林業経営体調査票（１部）の紛失 

 ＊農林業経営体調査票（１部）には、１世帯分の世帯員数、15 歳以上の

世帯員の性別・生年月・過去１年間の農業関連の従事日数、後継者、

経営耕地面積、過去１年間で販売を目的として作付けした面積、過去

１年間の農産物の販売金額の概数、過去１年間の農作業の受託料金収

入の概数、青色申告実施の有無、有機農業実施の有無、データ活用状

況、農業生産関連事業に関する売上金額の概数が記載されている。 

 ＊本調査員は、市が推薦し、県知事が任命する特別職の非常勤の地方公

務員 

 

 （経過・対応状況） 

 〇2 月 11 日（火） 

 ・調査客体の１人が調査員宅へ持参にて調査票の提出を行う。調査員が

玄関で受け取り、自室にて保管を行う。 

 

 ○2 月 21 日（金） 

 ・調査員が、調査書類の審査・整理をするため、自宅で書類の確認をし

たところ、2 月 11 日に受け取った調査票（１部）が見当たらず、自宅

を探したが発見できなかった。 

 ・調査員から本市に調査票がないとの連絡があったため、市職員が調査



 

員宅を訪問し、市職員と調査員で調査票を置いた場所とその付近を探

したが、発見できなかった。家族が不在であったため、家族への確認

を含め調査員に引き続き探すよう指示をした。 

 ・県担当課に連絡を行い、県統計分析課課長補佐より引き続き調査票を

探すこと、紛失が確定した時点で警察に遺失物届を提出すること、２

５日に県担当者に状況を報告することの指示を受けた。 

 

 ○2 月 25 日（火） 

 ・県担当係長へ状況を報告した。再度市職員が調査員宅を訪問し、調査

員とともに調査票を探すこと等同様の指示を受ける。 

 ・市職員が調査員宅を訪問し、調査員とともに自宅内を探したが、調査

票は発見できなかった。 

 ・桜井警察署に相談したところ、自宅外への持ち出しがなく自宅内での

紛失では遺失物届の受理はできないと回答された。 

 ・県担当課に紛失の報告を入れた。 

 

 ○2 月 26 日（水）～3 月 2 日（月） 

 ・調査員（家族を含む）が引き続き自宅を捜索するが、発見できず。 

 ・調査員及び市職員が調査対象世帯に事情を説明し、謝罪を行う。 

調査対象世帯員は事情を十分に理解し、謝罪を受け入れるとともに再度調

査票の記入及び回答することを了承された。 

 

３．今後の対応 

   統計調査の実施にあたっては、従来から調査員に対し調査書類の厳

重な管理の指導を進めてきたが、今後はこれまで以上に調査書類の適

正管理と個人情報保護について周知徹底及び注意喚起を行い、再発防

止に努めます。 

以上 

資 料 なし 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 □なし  ☑あり  □後日掲載 

問い合わせ先 

担 当 課 まちづくり部 商工振興課 

取 材 対 応 者 まちづくり部 商工振興課 

問 い 合 わ せ 窓 口 商工振興課 0744-42-9111（内線 351・352） 

そ の 他  

 


